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 役員報酬規程 

 2022 年6⽉1⽇第 2 回理事会議決 

 （⽬的） 
 第１条 この規程は、定款第 27 条の報酬等について、その⽀給基準を定めることを⽬的とす 
 る。 

 （報酬及び費⽤の⽀給） 
 第２条 常勤及び⾮常勤にかかわらず、役員報酬は⽀給しない。ただし、旅費等の実費は⽀ 
 給することができる。 

 （細則等に関する取扱い） 
 第３条 本規程の運⽤にあたり、細則等が必要な場合は、代表理事が別に定めるものとす 
 る。 

 （改廃） 
 第４条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て⾏う。 

 附 則 
 この規程は、2022 年6⽉1⽇より実施する。 


